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公募型プロポーザル方式による募集の趣旨  

湖南市では、令和５年５月 26日付けで用途廃止した湖南市高松公園跡地（以下、「高松公

園跡地」という）について、活用の方針を検討し、市有財産の有効活用と財源確保のため、

民間企業へ売却することとしました。  

企業用地として売却することで、市民の働く場の確保、市の産業活性化に資することをめ

ざします。 

つきましては周辺の環境に配慮をしつつ、地域経済の振興に寄与いただける企業を公募

いたします。売却にあたっては、企業からの提案を通して多角的な観点から総合的に評価す

るため、公募型プロポーザル方式により募集するものです。 
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１ 公募型プロポーザル方式による売却の概要  

⑴ 売却方法  

公募型プロポーザルの参加申込者が提示した企画提案書等の内容について選定委員

会による審査を行い、最も優秀な提案を行った事業者に売却します。 

  

 ⑵ 売却対象物件  

所  在 地  目 面 積 売却最低価格 

湖南市高松町６番４ 宅 地 3,737.37 ㎡ 

1,405,900,000 円 湖南市高松町７番 雑種地 39,230 ㎡ 

合  計 42,967.37 ㎡ 

注）上記物件の所在、地番、地目、地積については今後登記予定の内容となります。 

 

⑶ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 参加者の資格  

応募資格は、次の要件を全て満たす法人とします。 

⑴ 日本国の法律に基づき設立され、国内に本店を有する法人であること。 

⑵ 日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第 405 号）に掲げる大分類において、「製造

業」に該当する事業を営む者 

⑶ 売却物件の引渡しを受けてから５年以内に、提案した事業で、操業を開始し、契約締

結日から１０年を経過するまで当該事業を継続する者  

⑷ 指定期日までに前払い金及び売買代金の支払が可能な者（選定された買受事業者が指

定期日までに前払い金及び売買代金残金の支払いができない場合は、契約を解除しま

す。）  
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⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者  

⑹ 法人及びその役員が、湖南市暴力団排除条例（平成 23年湖南市条例第 15号）に規定

する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者  

⑻ 国税、県税及び市税の滞納がない者 

⑼ その他、市が特別な理由で不適格と判断する者 

 
３ 選定委員会による評価 

⑴ 選定委員会  

提案書に係る評価については、選定委員会を組織し、提出された提案書並びにプレゼ

ンテーション及びヒアリングにより評価します。 

⑵ 評価方法  

選定委員会では、提案書及びその附属資料の内容について、各委員が提案者ごとに評

価し、その採点により各提案者に順位を付け、原則として第１順位の最も多い提案者を

買受候補者として特定します。第１順位の最も多い提案者が２者以上いるときは、選定

委員会において、各委員の採点結果を踏まえた上で、合議により買受候補者を特定しま

す。提案書提出者数が一者でも評価を行うものとし、 選定基準点以上の点数を得られな

かったときは買受候補者を特定しません。また、 正当な理由なくプレゼンテーション及

びヒアリングを欠席した場合は、提案を辞退したものとします。 

⑶ 評価基準  

提案書等の評価項目及び配点は次のとおりとし、１００点満点で評価します。 選定基

準点は６０点とします。 

ア 企画提案に関する評価 ６０点  

(ｱ) 事業主体に関する評価  

ａ 現在の経営状況  

(ｲ) 事業内容に関すること  

ａ 当該施設における事業内容  

ｂ 投資予定額及び内容  

(ｳ) 雇用に関すること  

ａ 就業する従業員数及び雇用形態 

ｂ 湖南市民の雇用者数及び雇用形態  

(ｴ) 周辺環境への影響に関すること 

ａ 環境保全のための取組み(地域貢献への取組みを含む) 
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(ｵ) その他 

ａ 自由提案（市の活性化につながるものなど）  

イ 市内拠点に関する評価 １０点  

ａ 市内企業による買受  

ウ 買受希望価格に関する評価 ３０点  

⑷ 買受希望価格提案の無効  

次のいずれかに該当する買受希望価格提案は、無効とします。  

ア 売却最低価格を下回る買受希望価格による提案  

イ 買受希望価格提案に所定の記名がない提案  

ウ その他買受希望価格に関する条件に違反した提案 
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４ スケジュール 

予定日程 内   容 

令和５年９月６日（水） 参加募集の公告 

令和５年 10 月３日（火）まで 質問書の受付 

令和５年 10 月 13 日（金）まで 質問書に対する回答 

令和５年９月 19 日（火） 

 ～令和５年 10 月 20 日（金） 
参加表明書の提出 

令和５年 10 月 30 日（月）まで 
提案書提案者の選定通知 

（参加表明結果の通知） 

令和５年 11 月１日（水） 

 ～令和５年 11 月 30 日（木） 
提案書の提出 

令和５年 12 月 18 日（月） 

 ～令和５年 12 月 22 日（金） 
プレゼンテーション及びヒアリング 

令和６年１月 12 日（金）まで 特定結果通知（買受候補者の特定） 

特定結果通知日 

 ～土地売買契約締結日 
契約内容等に関する調整 

令和６年１月下旬 土地売買契約締結 

令和６年３月 湖南市議会での議決 

令和６年４月 前払い金支払い 

令和６年５月 残金支払い、引渡し、所有権移転登記 

※上記スケジュールは、諸事情により一部変更する場合があります。 

 

５ 参加表明から企画提案までの手順  

⑴ 実施要領の配布  

ア 配布期間  

令和５年９月６日（水）から令和５年 10 月 20 日（金）まで  

イ 配布場所 

（ｱ）湖南市役所 総務部 財政課  

土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで  

(ｲ)湖南市ホームページ 

 ⑵ 参加表明書の提出  

参加を希望される方は、次に掲げる書類を整え、提出してください。  

ア 提出期間 

 令和５年９月 19 日（火）から令和５年 10月 20 日（金）まで  

土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで  
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イ 提出場所 

  湖南市役所 総務部 財政課 

 （郵送、ＦＡＸ、電子メールでの提出は、受け付けません。） 

  ウ 提出書類 

  (ｱ) 参加表明書（様式１）  

(ｲ) 法人の登記事項証明書（発行から３か月以内のもの。）  

(ｳ) 法務局に登録してある法人の印鑑証明書（発行から３か月以内のもの。）  

(ｴ) 納税証明書（発行から３か月以内のもの。）  

ａ 未納の国税がないことを示す証明書  

ｂ 未納の県税がないことを示す証明書  

ｃ 未納の市税がないことを示す証明書  

(ｵ) 誓約書（様式２）  

(ｶ) 注意事項承諾書（様式３）  

エ 提出方法  

参加希望者は、参加表明書に必要な書類を添えて、財政課窓口へ提出してくださ

い。（郵送、ＦＡＸ、電子メールでの提出は、受け付けません。）  

オ 提案書提出者の選定通知（参加表明結果の通知）  

本要領に定めた要件を満たすかを確認し、要件を満たした者に対しては提案書提

出者として選定した旨を、要件を満たさなかった者に対しては提案書提出者として

選定しなかった旨を、令和５年 10月 30 日（月）までに書面で通知します。 

 カ その他  

(ｱ) 書類に虚偽の記載があった場合は、受付を取り消します。  

(ｲ) 書類提出後は追加・修正を一切認めず、いかなる理由でも書類は返却しません 

(ｳ) 提出された書類は、湖南市情報公開条例の規定により、公開する場合がありま

す。 

(ｴ) 参加申込みに際して取得する個人情報は、本契約関係事務のために収集するも

のであり、事務の目的外の利用・保有については、湖南市個人情報の保護に関す

る法律施行条例により制限されます。  

(ｵ) 提案書提出者の信用調査を実施します。信用調査業者から書類提出の依頼があ

った場合には協力をお願いします。 

⑶ 質問書の受付及び回答  

ア 質問書の受付期間  

令和５年 10 月３日（火）まで  

土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで   
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イ 質問書の受付方法 

   質問書（様式４）により、湖南市役所総務部財政課宛にＦＡＸまたは電子メール

にて提出してください。電話による問い合わせには対応いたしません。なお、受信

確認のため、送信後に財政課へ電話連絡をしてください。  

(ｱ) 送付先 ＦＡＸ番号 ０７４８－７２－３３９０  

電子メール zaisei@city.shiga-konan.lg.jp 

(ｲ) 連絡先 電話番号 ０７４８－７１－２３１７  

ウ 質問に対する回答  

(ｱ) 質問に対する回答は、質問事業者名を伏せ、令和５年 10 月 13 日（金）まで

に、随時湖南市ホームページ内に掲載します。ただし、質問の内容により企業が

特定されるなど、質問者に不利益が発生する恐れがあると判断する場合は個別に

回答することがあります。 

 (ｲ) 回答の内容及びその他の内容修正は、本要領の追加・訂正として取り扱うもの

とします。提案書はこの内容を踏まえて提出してください。  

(ｳ) 質問及び回答は、本要領に関するものとします。それ以外のものや、単なる意

見表明と解されるものには回答しません。 

⑷ 提案書の提出  

ア 提出書類（各１０部（正本１部、副本９部）提出）  

(ｱ) 提案書表紙（様式５）  

(ｲ) 提案書（任意様式） 

 提案書は、事業内容について、３⑶の評価基準の内容に留意して記載してく

ださい。 

(ｳ) 価格調書（様式６） 

 ａ 買受希望価格は、算用数字を使用し金額の前に必ず「￥」を付けてくださ

い。 

 ｂ 金額を訂正した場合は、無効となります。  

(ｴ) 企業の定款の写し  

(ｵ) 企業の概要がわかるパンフレット等  

(ｶ) 直近３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算

書） 

イ 提出期間 

 令和５年 11 月１日（水）から令和５年 11月 30 日（木）まで 

 土・日曜日を除く午前９時から午後５時まで   

ウ 提出場所 

 湖南市役所 総務部 財政課 

 （郵送、ＦＡＸ、電子メールでの提出は、受け付けません。） 
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エ 提案書作成要領  

(ｱ) 提案書の様式  

ａ 用紙は基本的に全てＡ４版とし縦置き横書きとしてＡ４版を左綴じするこ 

と。ただし、図表等の表現の都合上、用紙の方向を一部変更したり、記述

方向を一部縦としたりすることは差し支えありません。頁数は１５頁を上

限とする。１５頁以下でも差し支えありません。（採点への影響はない） 

ｂ 表紙と背表紙に、プロポーザル名と応募事業者名を記入すること。  

ｃ 両面印刷とすること。  

ｄ 頁番号は目次を除いた部分を通し番号とすること。Ａ３サイズについて 

は２頁カウントとする。なお、表紙、背表紙及び目次は頁数に含めませ

ん。 

ｅ 本文を表記する文字のポイントは、原則として１０．５ポイント以上と 

すること。 

(ｲ) 留意事項  

ａ 提案書の記述は明確かつ定量的、具体的に記述すること。  

ｂ 造語及び略語は、専門用語及び一般用語を用いて初出の箇所に定義を記 

述すること。また、必要に応じて用語集を作成するなどして、別途説明を 

要せずとも提案書を読んで理解できる内容とすること。  

ｃ ３⑶の評価基準の項目ごとに対象とする提案を行うこと。（３⑶イａを除 

く） 

ｄ 記載は当該項目内で完結すること。当該項目以外に掲載されている記述 

は、採点の対象とならないことに留意すること。  

ｅ 使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定め 

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。  

ｆ 説明は文書をもって行い、図表等はその補助として用いること。図のみ 

の説明は認めません。  

ｇ 参加者は１つの提案しか行うことができません。 

      オ 提案書提出にあたっての注意事項  

(ｱ) 書類に虚偽の記載があった場合は、受付を取り消します。  

(ｲ) 提案書の作成に要した費用は、全て提案書提出者の負担とします。 

(ｳ) 提出された書類は、市情報公開条例の規定により、公開する場合がありま

す。 

(ｴ) 提案書の著作権は、提案書提出者に帰属します。また、提案書について

は、買受候補者を特定するためのみに使用します。なお、いったん提出され

た提案書は返却しません。  

(ｵ) 審査にあたり、外部信用調査機関の意見を参考とします。 

(ｶ) 誤字を除き、提案書提出後の提案内容の変更は認めません。 
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    ⑸ プレゼンテーション及びヒアリングの実施  

ア 提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリングを令和５年 12 月 18 日（月）

から令和５年 12 月 22 日（金）までに実施します。日時及び場所については別途

通知します。ただし、提案書の書面審査により、プレゼンテーション及びヒアリ

ングを省略する場合があります。  

イ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行います。時間は、受付順に各

提案書提出者３０分以内（質疑応答含む）とし、説明者を含めて提案書提出者あ

たり４名以内とします。  

ウ プレゼンテーションの内容は提出した提案書の範囲内とし、プレゼンテーショ

ン用として別途作成することは差し支えありません。  

エ パソコン、プロジェクター等の電子機器の準備はしませんので、提案書提出者

で準備してください。 

  ⑹ 特定結果の公表（買受候補者の特定） 

 特定結果については、令和６年１月 12日（金）までに、全ての提案書提出者に対

し書面にて通知します。なお、特定結果に対する質疑や異議には、一切応じませ

ん。また、特定結果は売買契約の締結後に、湖南市ホームページにおいて公表しま

す。 

⑺ 辞退について  

参加表明書を提出した後、辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出してくださ

い。 

⑻ その他 

 提出する書類のうち押印が必要なものについては、参加表明時に提出した印鑑証

明書と同じ印を押印してください。 

 

６ 買受候補者との協議及び買受事業者との契約の締結  

⑴ 買受候補者との協議  

本市と買受候補者が協議し、提案内容や契約内容に関する調整を行ったうえで、 

当該売却物件の買受事業者として内定します。  

また、買受候補者との協議の結果、売買契約を締結しないこととなった場合 

には、選定委員会による評価において、選定基準点以上であった提案書提出者の中

から、順位が高かった順に協議を行うこととします。 

⑵ 契約  

買受事業者として内定した者と、令和６年１月を目途に売買契約を締結します。

契約に係る一切の費用は、買受事業者の負担とします。  
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⑶ 議会の議決  

予定価格が２，０００万円以上で、売却面積が５，０００平方メートル以上の 

土地の契約に関しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第９６条第１項 

第８号及び湖南市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条令第３条の規定により、湖南市議会の議決を受ける必要があるため、湖南市は

令和６年３月に開催する市議会に議案として提出する予定です。この市議会の議

決が得られなかったときは、この契約は無効となります。この場合において、湖

南市は一切の責任を負いません。 

  

  ７ 売買代金の支払い、土地の引き渡し及び所有権移転登記  

⑴ 前払い金の支払い  

ア 議会の議決後、指定期日（令和６年４月を予定）までに、前払い金として売

買代金の２０％に相当する額（十万円未満の端数は切捨て）を納入していただ

きます。  

イ 前払い金の放棄による契約解除はできません。  

⑵ 売買代金の支払い  

前払い金を除く売買代金は、指定期日（令和６年５月頃を予定）までに納入し

ていただきます。  

⑶ 土地の引き渡し 

本件土地は、売買代金完納後に速やかに引き渡すものとします。  

⑷ 所有権移転登記 

所有権移転登記は、売買代金完納後、速やかに行うこととします。所有権移転

登記に要する費用は、買受事業者の負担とします。 

 

  ８ 契約不適合責任  

契約締結後、当該土地の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ

とを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約 

の解除の請求をすることができません。 

 

    ９ その他の留意事項  

⑴ 現地説明会は実施しませんので、売却物件案内書等により必ず確認をしてくだ 

さい。  

⑵ 土地の引渡し後５年を経過する日までに、提案の土地利用を開始してください。 

また、引渡しの日から継続して１０年間、提案の土地利用をしてください。ただ

し、買受事業者が出資した関連企業による操業又は事業承継も可とします。   
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⑶ 土地の引渡し後の土地利用にあたっては、関係法令や条例、提案内容等を遵守 

してください。  

⑷ 建築物の建設にあたっては、計画内容等の地元説明、近隣住民との協議を、自 

らの責任及び負担で行ってください。 

⑸ 提案事業の実施にあたって、開発許可申請の手続きによる変更等、止むを得な

い事情により、提案内容を変更する場合には、事前に文書により市に申請し、 

承認を得ることとします。ただし、本事業の趣旨に反する変更は認めません。 

⑹ 供給処理施設の引込等については、十分協議を行うとともに、必要な申請、費 

用負担及び工事等は事業者の自らの負担で行ってください。 

⑺ 当該土地には通常の騒音、振動規制等のほか、以下のような利用制限がありま 

すので、ご留意ください。 

ア 工場立地法に基づく緑地等  

敷地面積又は建築面積が一定規模を超える場合は、緑地及び環境施設の配置 

が義務付けられます。 

イ 湖南市景観計画に基づく届出  

一定規模以上の建築物等を建設する場合、外観の色彩などについて基準が定 

められています。 

ウ その他  

建物建築工事にあたっては、関係法令に基づく許認可や届出等が必要になり 

ます。 

      ⑻ 本要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令及び本市契約規則等の関係 

諸法令に定めるところにより処理します。 

⑼ その他、土地売買契約書（案）もご精読ください。 

 

   １０ 優遇制度 

       売却対象物件において立地する際に活用できる可能性のある優遇制度は、次のと

おりです。各種要件や手続き等、詳細は各担当窓口にお尋ねください。 

(1) 滋賀県企業立地促進補助金 

      企業における県内での新たな設備投資に伴う、人材確保や操業環境の改善等

を図ろうとする取り組みに要する経費に対する補助をします。 

      担当窓口 滋賀県商工観光労働部産業立地推進室 

      電話番号 ０７７－５２８－３７９２ 

(2) 地域未来投資促進法に基づく支援措置 

       都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業の取り組みに対し、税の優遇

などの支援があります。 

      担当窓口 滋賀県商工観光労働部産業立地推進室 

電話番号 ０７７－５２８－３７９２
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(3) 地方拠点強化税制 

       本社機能の移転・拡充を計画する者で、「地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画」の認定を受けた場合、国・県の優遇措置（課税の特例等）の支援があ

ります。 

      担当窓口 滋賀県商工観光労働部産業立地推進室 

      電話番号 ０７７－５２８－３７９２ 

(4) 滋賀県産業立地促進資金融資制度 

       県内において、新たに土地を取得（賃借含む）し、工場又は研究所を建設す

る中小企業者等に対する必要な資金の低利子融資制度があります。 

      担当窓口 滋賀県商工観光労働部産業立地推進室 

      電話番号 ０７７－５２８－３７９２ 

(5) 湖南市企業立地促進奨励制度 

       市内に工場、研究施設、事務所を新設等する事業者に対し、奨励金がありま

す。 

       担当窓口 湖南市環境経済部商工観光労政課 

       電話番号 ０７４８―７１－２３３２ 
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【売却物件案内書】 
 

 １ 売却物件 
所在 地目 面積 

湖南市高松町６番４ 宅 地 3,737.37 ㎡  
湖南市高松町７番 雑種地 39,230 ㎡  

合  計 42,967.37 ㎡  
注）上記物件の所在、地番、地目、地積については今後登記予定の内容となります。 

 
２ 規制等 

用途地域 工業地域 
建ぺい率 60％ 
容 積 率 200％ 

騒音規制 
6：00～ 8：00 65db ・ 8：00～18：00 70 ㏈ 

18：00～22：00 70db ・22：00～ 6：00 60 ㏈ 
振動規制 8:00～19:00 70 ㏈・19:00～8:00 65 ㏈ 
緑地面積率等 ５％以上 環境施設面積率 10％以上 
その他 浸水想定区域（0.5ｍ未満） 

 
３ 接道状況  

東側（市道） 幅員約 5.8～7.1ｍ 片側１車線 
西側（県道） 幅員約 12.0ｍ 片側２車線（車道部分） 
南側（市道） 幅員約 12.5～12.6ｍ 片側１車線 
北側（市道） 幅員約 5.8～7.1ｍ 片側１車線 

 
４ 供給施設の状況 

電気 有 電気事業者に確認 

上水道 
有 西および南側道路に配管（φ200） 

北側道路に配管（φ75） 
工業用水 有 滋賀県企業庁に確認 
下水道 有 接続済み 
都市ガス 有 都市ガス事業者に確認 
通信 有 通信事業者に確認 

   ※接続等については各事業者に確認が必要。 
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５ 交通機関 

高速道路 
名神高速道路 栗東湖南ＩＣ 約 12.2 ㎞ 
名神高速道路 竜王ＩＣ 約 6.0 ㎞ 

鉄道 JR 草津線 三雲駅 約 4.4 ㎞ 
 
 ６ その他 

・売却物件は、昭和 43 年に造成された地区です。 
・売却物件の土地は、昭和 44 年から令和５年まで陸上競技場、野球場として活

用していました。  
・南東部に関西電力の鉄塔（170 ㎡）の占用があります。 
・観戦スタンド、トイレ、フェンス等の構造物は解体せず現状のままでの売却と

なります。 
・地中については、土壌及び地下埋設物の調査は未実施です 
・その他、敷地内に通信事業者等の電柱などの占用物件があります。 

 
 

 



占用物件の位置図

関西電力送配電㈱
鉄塔 １基

楽天モバイル㈱
電話基地局 １基


